
令和７年度 市民野球祭区対抗軟式野球大会 実施要項 

 

 

主 催  多治見市・多治見市スポーツ協会 

 

主 管  多治見市軟式野球連盟 

 

後 援  中日新聞社・マルエス（株） 

 

期 日  令和７年９月７・１４・２１日 日曜日 

 

開 会 式  令和７年９月７日（日）午前８時３０分～ TYK 球場（市営球場） 

 

試 合 会 場  TYK 球場（市営球場）・滝呂球場・旭ケ丘運動広場・向島運動広場 

 

参 加 資 格  多治見市民に限る 

 

チ ー ム 規 程  同一区内（市の定める自治組織）の居住者で、下記の規定により編成したチーム 

 

チ ー ム 編 成  選手は、高校生以上。男女は問わない。（女性は、年齢区分をしない） 

① ４０歳以上           ２名 

② ３９歳以下(高校生以上)      ７名 

※ 攻守いずれの場合も選手９名の編成は、常に上記の各項に該当 

する選手で編成 

※ 女性は年齢を問わない 

③ 投手は、４０歳以上 

 

試 合 球  マルエスボール M 号（主催者側で用意） 

 

競 技 規 則  全日本軟式野球連盟２０２５ルール及び市民野球祭特別ルールを適用 

 

参 加 料  １チーム ￥１５，０００円 

 

申 込 方 法  令和７年７月２７日（日）１７時までに、別紙参加申込書に必要事項を正確 

に記入のうえ、多治見市スポーツ協会事務局まで参加料を添えて申込書を 

提出ください。 

（多治見市スポーツ協会のホームページより、大会要項及び 

参加申込書がダウンロード可能です。） 

 

 



申 込 先  多治見市スポーツ協会 事務局（笠原体育館内）（9：00～17：00） 

〒507-0091 多治見市笠原町 2072-5  TEL：0572-43-6285 

 

代 表 者 会 議  日 時：令和７年８月４日（月）午後７時～ 

        会 場：バロー文化ホール 大会議室 

        出席者：各チーム１～２名必ず出席してください。 

※会議に欠席したチームは、棄権とみなします。 

 

注 意 事 項  （１）いかなる理由があっても規定違反のチームは、受け付けません。 

        （２）大会途中において違反が発覚したチームは、その時点で失格とします。 

（３）プレー中の事故については、多治見市がスポーツ傷害保険に加入していま 

すので、事故等が発生した場合は事故状況報告書に必要事項を記入し、多 

治見市軟式野球連盟事務局へ提出ください。 

   ※補償内容については、加入している保険の範囲内となりますのでご了承 

ください。 

（４）本大会の参加料は、代表者会議以降は、返金しません。 

（５）試合の審判は、多治見市軟式野球連盟の審判員が行います。 

（６）申込用紙に該当区区長の署名・捺印を必ずもらうこととする。 

 

 

 

お問合せ先 

多治見市軟式野球連盟 事務局 

〒５０７－００５３ 多治見市小泉町６－１１５－３６ TEL：２７－７７４７(高橋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第７４回 市民野球祭区対抗軟式野球大会 参加申込書 

チーム名：第    区（   ）チーム 

連絡責任者 

住 所 多治見市       町 

氏 名  
電話番号  

携帯電話  

監督(任意) 

住 所 多治見市       町 

氏 名  
電話番号  

携帯電話  

 

年 齢 別 選  手  名 生  年 居  住  の  町  名 

４０歳以上 

※赤色リボン 

 昭和  年 町    丁目 

 昭和  年 町    丁目 

 昭和  年 町    丁目 

 昭和  年 町    丁目 

３９歳以下 

(高校生以上) 

 昭和  年 町    丁目 

 昭和  年 町    丁目 

 昭和  年 町    丁目 

  町    丁目 

  町    丁目 

  町    丁目 

  町    丁目 

  町    丁目 

  町    丁目 

  町    丁目 

注意事項 １）主将１名を定めて、選手名の前に◎印をつけてください。 

     ２）プレーに参加する監督は、選手欄にも名前を記入ください。 

     ３）監督が決定していない場合は、監督欄は空欄でも可 

 

◎第  区を代表して出場することを認めます。 

 

第  区 区長                    印 

 



参 加 チ ー ム の 注 意 事 項 
 

主管 多治見市軟式野球連盟 

 

１、 一般・少年の共通事項 

 

（イ）開会式について 

９月７日（日）午前８時３０分より、多治見市営球場にて開会式を行います。 

参加チームは午前８時までにご集合ください。 

なお、開会式当日が雨天等により中止の場合は午前６時３０分までに判断し、各チームの

責任者へ午前７時までに連絡を行います。 

連絡がない場合は、予定通り開催しますので準備をお願いします。 

（出場選手及びチーム関係者への中止連絡は、各チームでお願いします。） 

 

 

（ロ）試合前の集合について 

第１試合の出場選手は、試合開始時間の３０分前に集合してください。 

第２試合以降の出場選手は、前の試合内容によって試合開始時間が早くなる可能性も 

ありますので、時間に余裕を持って集合してください。 

試合開始時間（組合表の試合開始時間）を１０分経過しても選手が集合できない場合は、 

棄権とします。 

ただし、試合が延長戦等で長引き、次試合以降の開始時間が遅延する場合もあります 

のでご了承をお願いします。 

 

 

（ハ）用具の装着について 

野球選手にふさわしい服装で必ず参加ください。 

プレー中の危険を防止するために、打者、走者、ベースコーチは、必ずヘルメットを着 

用ください。 

捕手は、レガース、プロテクター、マスクを必ず着用ください。 

 

 

（ニ）ボール拾いについて 

野球選手にふさわしい服装で行ってください。 

バックネット付近は攻撃側のチームがボールを拾い、球審に渡してください。 

 

 

 

 



（ホ）審判の判定について 

全日本軟式野球連盟及び市民野球祭特別ルールに定められた事項に準じます。審判員の 

判定等に対しての抗議は、一切受け付けません。 

 

 

（ヘ）プレー中の怪我、事故について 

多治見市がスポーツ傷害保険に加入しますので、怪我等があった場合は、各試合会場の 

本部にて事故状況報告書を受け取り、必要事項を記入の上、連盟事務所へ速やかに提出 

ください。（※補償内容については、加入している保険の範囲内となりますのでご了承く 

ださい。） 

 

 

（ト）応援団について 

市民野球祭では、応援団についての制限はありません。ただし、近隣からの苦情等がある

場合は、審判員の指示に従ってください。 

また、審判員を侮辱したり、相手チームの選手を口汚く野次る行為は許されません。 

 

 

（チ）雨天時の大会の中止の決定について 

試合当日（開会式の日も含む。）が雨天の場合は、大会関係者にて決定後、各チームの連 

絡責任者に午前７時までに連絡をします。 

その後、各チーム関係者へ連絡をお願いします。 

連絡がない場合は、予定通り行いますので準備をお願いします。 

また、グラウンドの状況によっては、試合時間を変更して行う場合もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２、 一般の部の取り決め事項 

 

（１）試合の方式について 

全試合を７回ゲームとする。 

ただし、７回若しくは１時間２０分が経過した場合は、新しいイニングに入りません。 

また、イニングの初めに最終回である旨を通告する場合があるが、この際、時間が 

残った場合でも通告したイニングが最終回とします。 

同点の場合は代表者による抽選により勝敗を決定します。 

天候によっては、給水タイムを設ける場合があります。 

 

 

（２）コールドゲームについて 

全試合について、４回１０点差・５回以降に７点差がついた時点でコールドゲームとしま

す。また、降雨、日没等のコールドゲームは、５回終了で適用します。 

 

 

（３）メンバー表の記入上の注意について 

メンバー表は、大会実施要項に基づき，正副４枚を記入の上、大会本部に提出します。 

メンバー表の提出時に選手登録の変更は認めますが、試合途中での変更は認めません。 

なお、４０歳以上の選手は、赤色のリボンを着用してください。 

 

 

（４）ベンチに入れる人員について 

ベンチは、組み合わせ番号の若番が、一塁側ベンチとします。 

ベンチに入れる人員は、監督、選手、付添い人を含めて２５名までとします。 

 

 

（５）投手の制限などについて 

投手は４０歳以上とします。なお、５０歳以上の選手については、正規の投手板 

（１８．４４ｍ）より１ｍ手前から投球できるものとする。 

ただし、最初に使用した投手板からは変更できないものとする。 

 

 

（６）指名打者について 

  ① 投手に代わって指名打者(40 歳以上のみ)を指名することができる 

  ② 指名打者に代わって、代打・代走を使ってもよい(40 歳以上のみ) 

    以後そのものは、指名打者となる。 

 

 

 


